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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体チップと、前記半導体チップを支持するダイパッドと、前記半導体チップと前記
ダイパッドを接着する接着剤と、前記ダイパッドの辺に向かって延在する複数の信号用リ
ードと、前記半導体チップと前記信号用リードを接続するボンディングワイヤと、モール
ド樹脂で封止する封止体と、を備えた半導体装置において、
　前記半導体チップの側面が第一の凹凸側面と前記第一の凹凸側面の上方に形成された第
二の凹凸側面とからなり、
　前記第二の凹凸側面における第二凹凸は前記第一の凹凸側面における第一凹凸よりも大
きいことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記第二の凹凸側面が前記半導体チップの厚さの２／３以上であることを特徴とする請
求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　半導体チップと、前記半導体チップを支持するダイパッドと、前記半導体チップと前記
ダイパッドを接着する接着剤と、前記ダイパッドの辺に向かって延在する複数の信号用リ
ードと、前記半導体チップと前記信号用リードを接続するボンディングワイヤと、モール
ド樹脂で封止する封止体と、を備えた半導体装置の製造方法において、
　前記半導体チップの側面に第一の凹凸側面を形成する工程と、
前記半導体チップの側面に前記第一の凹凸側面とは異なる第二の凹凸側面を形成する工程
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と、
を備えた半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記第二の凹凸側面を形成する工程が前記半導体チップ内にパルスレーザーにて連続し
た改質層を形成する工程であることを特徴とする請求項３記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記第二の凹凸側面を形成する工程がアブレーションレーザーを用いる工程であること
を特徴とする請求項３記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記第一の凹凸側面を形成する工程が前記半導体チップ内にパルスレーザーにて離間し
た改質層を形成する工程であることを特徴とする請求項３乃至請求項５のいずれか１項記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記第二の凹凸側面を形成する工程がブレードダイシング工程であって、ダイシングブ
レードのメッシュサイズが＃１０００以下であることを特徴とする請求項３記載の半導体
装置の製造方法。
【請求項８】
　前記ブレードダイシング工程の後に、等方性プラズマシリコンエッチングを行うことを
特徴とする請求項７記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第二の凹凸側面を形成する工程がプラズマダイシング工程であって、ボッシュプロ
セスのシリコンエッチングであることを特徴とする請求項３記載の半導体装置の製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造方法に係り、特に半導体チップとモールド樹脂との間にデ
ラミネーションが発生するのを抑制できる半導体パッケージの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の半導体装置を取り巻く環境は、特に車載分野において電子化が進んでおり、電子
部品のエンジンルームへの搭載等が多くなり、より高温で多湿な環境での動作保障を市場
から求められている。動作保障をするための試験方法は、具体的には公の機関において規
定されている。例えばＩＰＣ／ＪＥＤＥＣ　Ｊ－ＳＴＤ－０２０Ｄ「Ｍｏｉｓｔｕｒｅ／
Ｒｅｆｌｏｗ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ　Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｎｏ
ｎｈｅｒｍｅｔｉｃ　Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｍｏｕｎｔ　Ｄｅｖｉ
ｃｅｓ」のＭｏｉｓｔｕｒｅ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ　Ｌｅｖｅｌ(以下ＭＳＬ)に代表
される、保管温度・湿度の条件や開封後の処置時間や信頼性試験の条件についての規定が
ある。
【０００３】
　このような試験に対応するには、特に半導体パッケージの内部における各密着界面での
デラミネーションを抑制することが必須であり、これまで様々な構造や製造方法が開示さ
れている。
【０００４】
　一例として、リードフレームの表面にＰＰＦ（Ｐｒｅ　Ｐｌａｔｅｄ　Ｆｒａｍｅ）と
呼ばれるＰｄ／Ｎｉ／Ａｕなどから構成されるメッキの表面を凹凸化し、モールド樹脂と
の密着性を向上させた信頼性の高い樹脂封止型半導体装置が開示されている。（例えば、
特許文献１参照）
【０００５】
　又、デラミネーションの原因として各構成材料における熱膨張係数差による熱応力の影
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響があり、これを抑制するためにモールド樹脂の熱膨張係数と曲げ弾性を調整し、半導体
パッケージ内部の熱応力が小さくパッケージの信頼性の高い樹脂封止型半導体装置が開示
されている。（例えば、特許文献２参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－２２３３０５号公報
【特許文献２】特開２００１－２２３３０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、これらの技術を用いたとしても半導体パッケージのデラミネーションを
完全に抑制することは出来ない。何故ならば、半導体パッケージの主な構成材料であるリ
ードフレーム、モールド樹脂、半導体チップはそれぞれに材料が異なるため熱膨張係数の
差を伴うからである。又、各材料の加工方法の違いから表面状態も異なる為に内部の密着
力と応力は不均一な状態にある。従って、特定の部位の密着性を向上させたり、モールド
樹脂を低応力化したりしても内部密着力を相対的に均一化しなければ、結局は密着力の弱
い部分へ応力が集中し、その部位からデラミネーションを誘発することになる。半導体チ
ップの保護膜表面と封止樹脂との密着性やリードフレーと封止樹脂との密着性は改善され
つつあるが、部分的に密着性の弱い部分が存在する。
【０００８】
　図４に、半導体チップの側面におけるデラミネーションを説明するための図を示す。図
４（ａ）に示すように、半導体チップ２は、表面に粗面１５を施したダイパッド３上に銀
ペーストなどの接着剤１８を介して搭載されている。半導体チップ２の上表面はポリイミ
ド膜などからなる保護膜１７に覆われ、ダイパッド、半導体チップは封止樹脂８によって
封止されている。半導体チップ２の側面を拡大したのが図４（ｂ）である。半導体チップ
の側面にはデラミネーションと呼ばれる剥離部１９が存在し、封止樹脂と半導体チップが
密着しておらず、耐湿性が低いというも問題がある。
【０００９】
　本発明は、上記課題を解決するための半導体装置およびその製造方法を提供するもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、以下の手段を用いた。
　まず、半導体チップと、前記半導体チップを支持するダイパッドと、前記半導体チップ
と前記ダイパッドを接着する接着剤と、前記ダイパッドの辺に向かって延在する複数の信
号用リードと、前記半導体チップと前記信号用リードを接続するボンディングワイヤと、
モールド樹脂で封止する封止体とを備えた半導体装置において、前記半導体チップの側面
が第一の凹凸側面と前記第一側面の上方に形成された第二凹凸側面とからなり、前記第二
凹凸側面における第二凹凸は前記第一凹凸側面における第一凹凸よりも大きいことを特徴
とする半導体装置とした。
　また、前記第二凹凸側面が前記半導体チップの厚さの２／３以上であることを特徴とす
る半導体装置とした。
【００１１】
　また、半導体チップと、前記半導体チップを支持するダイパッドと、前記半導体チップ
と前記ダイパッドを接着する接着剤と、前記ダイパッドの辺に向かって延在する複数の信
号用リードと、前記半導体チップと前記信号用リードを接続するボンディングワイヤと、
モールド樹脂で封止する封止体とを備えた半導体装置の製造方法において、前記半導体チ
ップの側面に第一の凹凸側面を形成する工程と、前記半導体チップの側面に第二の凹凸側
面を形成する工程と、からなる半導体装置の製造方法を用いた。
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【００１２】
　また、前記第二の凹凸側面を形成する工程が前記半導体チップ内にパルスレーザーにて
連続した改質層を形成する工程であることを特徴とする半導体装置の製造方法を用いた。
　また、前記第二の凹凸側面を形成する工程がアブレーションレーザーを用いる工程であ
ることを特徴とする半導体装置の製造方法を用いた。
　また、前記第一の凹凸側面を形成する工程が前記半導体チップ内にパルスレーザーにて
離間した改質層を形成する工程であることを特徴とする半導体装置の製造方法を用いた。
【００１３】
　また、前記第二の凹凸側面を形成する工程がブレードダイシング工程であって、ダイシ
ングブレードのメッシュサイズが＃１０００以下であることを特徴とする半導体装置の製
造方法を用いた。
　また、前記ブレードダイシング工程の後に、等方性プラズマシリコンエッチングを行う
ことを特徴とする半導体装置の製造方法を用いた。
　また、前記第二の凹凸側面を形成する工程がプラズマダイシング工程であって、ボッシ
ュプロセスのシリコンエッチングであることを特徴とする半導体装置の製造方法を用いた
。
【発明の効果】
【００１４】
　上記手段を用いることで、半導体チップと封止樹脂との密着が向上し、耐湿性の良好な
半導体装置が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の半導体装置の第１の実施形態を示す断面図である。
【図２】本発明の半導体装置の平面図である。
【図３】本発明の半導体装置の製造方法を示す工程フロー図である。
【図４】従来の半導体装置の断面図である。
【図５】本発明の半導体装置の製造方法を示す図である。
【図６】本発明の半導体装置の製造方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の半導体装置とその製造方法について図を用いて説明する。
　図１は、本発明の半導体装置の部分断面図である。図１（ａ）に示すように、半導体チ
ップ２は、上表面に粗面１５を施したダイパッド３上に銀ペーストなどの接着剤１８を介
して搭載されている。半導体チップ２の上表面はポリイミド膜などからなる保護膜１７に
よって覆われ、ダイパッド３、半導体チップ２は封止樹脂８によって封止されている。半
導体チップ２の側面を拡大したのが図１（ｂ）である。半導体チップ２の側面下部には小
さな凹凸からなる第一の凹凸側面２４が形成され（第一の凹凸は図示せず）、側面上部に
は側面下部における凹凸よりも大きな凹凸を配置した第二の凹凸側面２５が形成されてい
る。このような構成とすることで、半導体素子が形成されている半導体チップの側面上部
と封止樹脂８との密着力が向上することになり、水分の浸入が抑えられ、耐湿性の良好な
半導体装置とすることが可能となる。
【００１７】
　なお、半導体チップ２の側面下部に第一の凹凸側面２４を設けることでダイボンド時の
接着剤１８の這い上がりが良好となり、小型の半導体チップであってもダイパッド３との
密着性が向上することになる。
【００１８】
　図２は、本発明の半導体装置の構成を示す平面図である。樹脂封止型の半導体装置１は
、半導体チップ２と、半導体チップ２を固定するダイパッド３と、ダイパッド３の両側に
延びるリード４とを備えている。半導体チップ２は、例えば、半導体基板と、半導体基板
上に設けられた配線層などで構成されるものであり、ダイパッド３に接着固定されている
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。ダイパッド３及びリード部４は、導電性を有するものであり、例えば、Ｆｅ－Ｎｉ合金
、Ｃｕ合金等の金属で形成されている。ダイパッドの周囲には複数のリード４があり、ダ
イパッド３の一辺側に２本、対向する他辺側に２本、計４本配置されている。そして、こ
れらのリード部４の内の１本であるリードは、吊りリード５であり、吊りリード５の基部
５ａがダイパッド３に固定されている。他の３本はダイパッド３から離間したリード部６
であり、そのインナー部６ａが導電性を有するボンディングワイヤ７を介して半導体チッ
プ２と電気的に接続されている。ボンディングワイヤ７には、金線や銅線が用いられる。
このように構成された半導体チップ２、ダイパッド３及びリード６のインナー部６ａは、
樹脂で形成された封止樹脂８で封止され、半導体チップ２を外部からの衝撃等から保護し
、電気的に絶縁するとともに、複数のリード４を介して半導体チップ２と外部とを電気的
に接続可能な構成としている。封止樹脂８としては、例えば、フェノール系硬化剤やシリ
コンゴムやフィラー等が添加されたビフェニール系の絶縁樹脂が用いられる。
【００１９】
　次に、図３を用いて、本発明の半導体装置の製造方法について説明する。
　まず、図に示した工程Ｓ１～Ｓ６について説明する。ダイシング工程Ｓ１は半導体ウエ
ハを半導体チップに分割する工程である。ダイボンド工程Ｓ２は半導体チップをリードフ
レームのダイパッド領域に銀ペースト等を用いて接着する工程である。次のダイボンドキ
ュア工程Ｓ３は接着されたダイパッドと半導体チップを加熱して接合部を硬化させる工程
である。次のワイヤボンド工程Ｓ４は熱圧着に超音波振動を併用したボンディング法など
によって、ボンディングワイヤを半導体チップ表面の電極部分とリードインナー部を接続
する工程である。そして、組立検査工程Ｓ５にて、ダイパッドと半導体チップの接合状態
、半導体チップとボンディングワイヤとの接合状態について検査を行い、樹脂封止工程Ｓ
６に移行する。
【００２０】
　樹脂封止工程Ｓ６においては、まず、各ダイパッドに対応して、ダイパッド及び半導体
チップを囲む空間であるキャビティと、注入される封止樹脂を各キャビティの近傍まで流
入させるランナーと、ランナーとキャビティとを連通するゲートとを備えるモールド金型
を用意する。そして、リードフレームをモールド金型で挟み込み、各モールド金型に封止
樹脂を注入、充填したのち、モールド金型から封止されたリードフレームを取出す。この
時点では、リード間等に薄い樹脂バリが形成されている。これは、モールド金型のキャビ
ティに樹脂を充填した際に、僅かな隙間から漏れ出した樹脂によるものであり、モールド
金型に依存して、モールド金型ごとに異なった位置、形状で形成される。
【００２１】
　ダイシング工程Ｓ１の詳細について、３種の方法を例に説明する。
　最初に図３（ａ）は、レーザーダイシング工程を用いた製造方法である。図５に示すよ
うに、ここではダイシングテープ１４に貼り付けられた半導体基板に形成された半導体チ
ップ２と隣接する半導体チップ２間に設けられたスクライブライン１２に、集光レンズ１
３を介してパルスレーザー９を照射する。パルスレーザーは深さ方向に多段数照射され、
レーザー照射された領域には改質層１０が形成される。半導体チップ２の厚さ方向の上部
２／３には、深さ方向に形成される改質層１０が平面的に連続的に繋がるようにパルスレ
ーザーが高出力で密に照射される。これが図３（ａ）のレーザーダイシング工程１に相当
し、図１（ｂ）の第二の凹凸側面２５を形成する工程である。レーザーダイシング工程２
は半導体チップの厚さ方向の下部１／３に第一の凹凸側面２４を形成する工程であって、
低出力のパルスレーザーによって深さ方向に形成される改質層１１は離れて形成され、個
々の改質層の大きさもレーザーダイシング工程１で形成されるものよりも小さい。レーザ
ーダイシング工程１および２を経た後、劈開して、第一の凹凸側面２４と第二の凹凸側面
２５を有する半導体チップ２を得ることになる。
【００２２】
　半導体チップ２の厚さに対し、第二の凹凸側面２５の厚さが十分に厚いのであれば、レ
ーザーダイシング工程２を行う必要は無く、レーザーダイシング工程１の後に劈開する。
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この製造方法では第二の凹凸側面２５には前述の例と同じ大きさの凹凸が形成されること
になるが、第一の凹凸側面２４は劈開面であるため極めて小さな凹凸が形成されることに
なる。
【００２３】
　以上では、パルスレーザーは半導体チップの素子形成面である上表面から照射するとい
う例を説明したが、スクライブラインに形成されたＴＥＧを回避した半導体チップの裏面
からの照射でも構わない。
【００２４】
　第二の凹凸側面２５は、パルスレーザー法に代えてアブレーションレーザー法を用いて
も実現できる。この場合は、レーザーダイシング工程１にアブレーションレーザーを用い
ることになるが、パルスレーザー法に比較して大きな凹凸が形成できることになる。レー
ザーダイシング工程２には低出力のパルスレーザーを用い、その後、劈開するという工程
を経て半導体チップを得る。
【００２５】
　次に図３（ｂ）は、ブレードダイシング工程を用いた製造方法である。図６（ａ）、（
ｂ）に示すように、ここではダイシングテープ１４に貼り付けられた半導体基板に形成さ
れた半導体チップ２と隣接する半導体チップ２間に設けられたスクライブライン１２にダ
イシングブレード１６を走らせて個々の半導体チップに割断する方法である。ここでは、
粒度の異なる２種のダイシングブレードを用い、ブレードダイシング工程１においてはメ
ッシュが＃１０００以下の粗さのブレードにて半導体チップ表面からハーフダイシングし
第二の凹凸側面２５を形成する。次いで、ブレードダイシング工程２においてメッシュが
＃２０００以上のブレードを用いて割断することで第一の凹凸側面２４を形成し、第一の
凹凸側面２４と第二の凹凸側面２５を有する半導体チップ２を得ることになる。この製造
方法においては、等方性のプラズマシリコンエッチングのような改質工程Ｓ７を追加する
ことで割断面のダメージ層が除去され、より耐湿性の高い半導体装置とすることができる
。
【００２６】
　図３（ｃ）は、プラズマダイシング工程を用いた製造方法である。プラズマダイシング
工程１では、等方性エッチングと保護膜の堆積を繰り返すボッシュプロセスにてシリコン
エッチングして第二の凹凸側面２５を形成する。ボッシュプロセスでは半導体チップ側面
に、スキャロップと呼ばれる連続する凹凸が形成されることになる。次いで、プラズマダ
イシング工程２にて残りのシリコンエッチングを行い、個々の半導体チップに割断する。
ここではボッシュプロセスではなく異方性エッチングにて深堀を行うという手法を用いる
。このようなプラズマダイシング工程１および２を経ることで第一の凹凸側面２４と第二
の凹凸側面２５を有する半導体チップ２を得ることになる。
【符号の説明】
【００２７】
１　　　　　　　半導体装置
２　　　　　　　半導体チップ
３　　　　　　　ダイパッド
４　　　　　　　リード
５　　　　　　　吊りリード
５ａ　　　　　　吊りリード基部
５ｂ　　　　　　吊りリードアウター部
６　　　　　　　リード
６ａ　　　　　　リードインナー部
６ｂ　　　　　　リードアウター部
７　　　　　　　ボンディングワイヤ
８　　　　　　　封止樹脂
９　　　　　　　パルスレーザー
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１０　　　　　　改質層
１１　　　　　　改質層
１２　　　　　　スクライブライン
１３　　　　　　集光レンズ
１４　　　　　　ダイシングテープ
１５　　　　　　粗面
１６　　　　　　ダイシングブレード
１７　　　　　　保護膜
１８　　　　　　接着剤
１９　　　　　　剥離部
２４　　　　　　第一の凹凸側面
２５　　　　　　第二の凹凸側面
Ｓ１　　　　　　ダイシング工程
Ｓ２　　　　　　ダイボンド工程
Ｓ３　　　　　　ダイボンドキュア工程
Ｓ４　　　　　　ワイヤボンド工程
Ｓ５　　　　　　組立検査工程
Ｓ６　　　　　　樹脂封止工程
Ｓ７　　　　　　改質工程

【図１】 【図２】

【図３】
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